
香川県物価高騰等に伴う公共交通利便性向上等支援事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 香川県物価高騰等に伴う公共交通利便性向上等支援事業費補助金（以下

「補助金」という。）の交付については、香川県補助金等交付規則（平成 15 年香

川県規則第 28 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 県は、地域公共交通の維持・確保を図るため、物価高騰等により、経営が

厳しい状況にある県内交通事業者に対して、利用者の利便性向上等に係る経費に

ついて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付対象事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、次に掲

げる各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 次のいずれかに該当する事業者であること。 

ア 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第３条第１号イに定める一般乗合旅

客自動車運送事業又は同号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業を経営す

る者で、かつ、県内に本社又は主たる事業所を有するもの（以下「バス事業

者」という。） 

イ 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第２項に規定する第一種鉄道事

業を経営する者で、かつ、県内に本社を有するもの（以下「鉄道事業者」と

いう。） 

ウ 海上運送法（昭和 24 年法律第 187 号）第２条第５項に規定する一般旅客定

期航路事業を経営する者（香川県離島航路運営費等補助金などの欠損額の補

助を受けている者を除く。）で、かつ、県内に本社又は主たる事業所を有す

るもの（以下、「一般旅客定期航路事業者」という。） 

(２) 交付申請時及び実績報告時に前号に該当する事業を休止し、又は廃止して

いないこと。 

 

（交付の対象） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助

金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の上限

額（以下「補助上限額」）は、別表１のとおりとする。ただし、別表２に掲げる

ものについては補助対象経費に含めることができない。 

 

（補助金の算出方法等） 

第５条 補助額は、補助対象経費に１／２を乗じて得た額と補助上限額のいずれか

低い額以内とする。 



２ 前項の規定により算出した補助額に１，０００円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、様式第１号に知事の定

める書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第７条 知事は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容

を審査した上で補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（様式第

２号）により通知するものとする。また、不交付を決定したときは、補助金不交

付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

３ 知事は、物価高騰等の影響を鑑み、令和７年 10 月１日以降で交付決定の前に行

われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には、補助金の対象

とすることができる。 

 

（申請の取り下げ） 

第８条 補助対象事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付

の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請

を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して 10 日以内に、そ

の旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の経理） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象経費については、帳簿及び全ての証拠書類を

備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしてお

かなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了（廃止の承

認を受けた場合を含む。）の日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があっ

たときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。 

３ 補助対象事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠

書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を

承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該書類を引き継が

なければならない。 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第 10 条 補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ様

式第４号による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助対象事業の内容を変更しようとする場合。ただし、次に掲げる軽微な変 

更を除く。 



ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ交付決定額に変更がない場       

 合 

イ 補助目的に関係がない細部の変更である場合 

（２）補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 

（交付決定の変更等の決定） 

第 11 条 知事は、前条の規定による変更（中止・廃止）承認申請書の提出があった

ときは、審査の上変更（中止・廃止）交付決定を行い、様式第５号により補助対

象事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の変更（中止・廃止）交付決定をする場合において、必要に応じ

条件を付することができる。 

 

（契約等） 

第 12 条 補助対象事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契

約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の

運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付

し、又は随意契約によることができる。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同

して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、知事に届け出なけれ

ばならない。 

３ 補助対象事業者は、前２項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助対象事

業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとるものとする。 

４ 補助対象事業者は、第１項又は第２項の契約（契約金額 100 万円未満のものを

除く。）に当たり、県又は国から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じ

られている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助対象事業の運

営上、当該事業者でなければ補助対象事業の遂行が困難又は不適当である場合は、

知事の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。 

５ 知事は、補助対象事業者が前項本文の規定に違反して県又は国からの補助金交

付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたこ

とを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助対象事業者は

知事から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。 

６ 前各項の規定は、補助対象事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若し

くは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助対象

事業者は、必要な措置を講じるものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第 13 条 補助対象事業者は、第７条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる

権利の全部又は一部を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成 10 年法律第

105 号）第２条第３項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭



和 25 年政令第3 5 0号）第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場

合にあっては、この限りでない。 

２ 知事が第 17 条の規定に基づく額の確定を行った後、補助対象事業者が前項ただ

し書に基づいて債権の譲渡を行い、補助対象事業者が知事に対し、民法（明治 29

年法律第 89 号）第4 6 7条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例

等に関する法律（平成 10 年法律第1 0 4号。以下「債権譲渡特例法」という。）第

４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、知事は次の各号に掲

げる事項を主張する権利を保留し、又は次の各号に掲げる異議をとどめるものと

する。また、補助対象事業者から債権を譲り受けた者が知事に対し、債権譲渡特

例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第4 6 7条又は債権譲渡特例法第４

条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 

(１) 知事は、補助対象事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権

金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

(２) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲

渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わな

いこと。 

(３) 知事は、補助対象事業者による債権譲渡後も、補助対象事業者との協議のみ

により、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債

権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲

渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助対象事業者と

債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて補助対象事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合

においては、知事が行う弁済の効力は、香川県会計規則（昭和 39 年香川県規則第

19 号）第 56 条第２項の規定に基づき、収支命令者が支出命令書又は執行伺兼支出

命令書を会計管理者又は所管の出納員に送付したときに生ずるものとする。 

 

（事故の報告） 

第 14 条 補助対象事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができな

いと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速

やかに様式第６号による事故報告書を知事に提出し、その指示を受けなければな

らない。 

 

（状況報告） 

第 15 条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行及び収支の状況について、知事の

要求があったときは速やかに様式第７号による状況報告書を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（実績報告） 

第 16条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。） 

したときは、その日から起算して 30 日を経過した日又は別に定める期日のいずれ



か早い日までに、様式第８号による実績報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない

場合は、知事は期限について猶予することができる。 

３ 補助対象事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、消費税及び地方消費

税を控除して報告しなければならない。 

 

（額の確定） 

第 17 条 知事は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助

金の交付の決定の内容（第 10 条第１号に基づく承認をした場合は、その承認され

た内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、様式第９号により補助対象事業者に通知する。 

 

（補助金の請求） 

第 18 条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助対象事業者は、補助

金の支払いを受けようとするときは、請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第19条 知事は、前条の規定による請求書を受理した日から30日以内に補助金を交

付するものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第 20 条 前条の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、第７

条の補助金交付決定後、補助金を全額又は一部、概算払により交付することがで

きる。 

２ 補助対象事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、

様式第 10 号による概算払請求書を提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第21条 知事は、第10条第２号の補助対象事業の全部若しくは一部の中止若しくは

廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第７条第

１項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

(１) 補助対象事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処

分若しくは指示に違反した場合 

(２) 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

(３) 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為

をした場合 

(４) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継

続する必要がなくなった場合 

(５) 補助対象事業者が、暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 



２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対す

る補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返

還を命ずるものとする。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95 パ

ーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限

内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて

年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（財産の管理及び処分の制限） 

第 22 条 補助対象事業者は、 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財

産（以下「取得財産等」という。）については、補助対象事業の完了後において

も、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならない。 

２ 取得財産等のうち、規則第 22 条第２項第４号に規定する財産は、取得価格又は

効用の増加価格の単価が 50 万円を超える機械及び重要な器具とする。 

３ 補助対象事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省

令第 15 号）に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでは、知事の承認を受

けないで、取得財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

４ 補助対象事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限

された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、様式第 11 号を知事に

提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 知事は、前項の規定により、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより

収入があるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

（帳簿書類の検査等） 

第 23 条 知事は、補助対象事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補

助対象事業者に報告を求め、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類その他必要な

物件を検査し、又は必要な指示ができるものとする。 

 

（産業財産権等に関する報告） 

第 24 条 補助対象事業者は、補助対象事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、

意匠権又は商標権等（以下「産業財産権等」という。）を補助対象事業期間内に

出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合

には、遅滞なくその旨記載した様式第 12 号による「産業財産権等取得等届出書」

を知事に提出しなければならない。 

 

（収益納付） 



第 25 条 知事は、補助対象事業者の補助対象事業の成果の事業化、産業財産権等の

譲渡又は実施権の設定及びその他補助対象事業の実施により収益が生じたと認め

たときは、補助対象事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額

を県に納付させることができるものとする。 

 

（情報管理及び秘密保持） 

第 26 条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行に際し知り得た第三者の情報につ

いては、当該情報を提供する者の指示に従い、又は特段の指示がないときは情報

の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助対象事業の目的

又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密

情報（事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。）については、

機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表及

び漏えいしてはならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。） 

に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。

補助対象事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対

象事業者による違反行為とみなす。 

３ 本条の規定は補助対象事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有

効とする。 

 

（その他） 

第 27 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が

別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和８年２月 12 日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、令和８年３月 17 日から施行する。 

  



別表１（補助対象事業、補助対象経費及び補助上限額）（第４条関係） 
番号 補助対象事業 補助対象経費※１～４ 補助上限額 
(1) 利便性向上・業務

効率化事業 
利便性向上・業務効率化に資する設備導
入等に要する経費（キャッシュレス決済
端末の導入費、翻訳機器の導入費、無線
Wi-Fi 設置費（車内・車両内・船内等利
用者の利便性向上に資するものに限
る。）、ドライブレコーダーの導入費、
防犯カメラの設置費（車内・車両内・船
内に設置するものに限る。）等） 

2,000,000 円 
※７ 

(2) 労働環境改善事業 職場の労働環境改善に資する施設改修等
に要する経費（トイレの整備・改修費、
更衣室の整備・改修費、休憩室の整備・
改修費、浴室の整備・改修費、エアコン
の設置費、運転士の子を預かる託児所な
どの施設整備費等）※５・６ 

2,000,000 円
／施設 

※８～10 

※１ 国、市町等が実施する他の補助金の交付を受ける事業については、補助対象
経費から当該他の補助金の額を除いた額を補助対象経費とする。ただし、県が
実施する他の補助事業に採択されている事業又は県が実施する香川県地域公共
交通アップデート支援事業費補助金の交付決定を受けている市町の補助事業に
採択されている事業に要する経費については対象外とする。 

※２ 原則として香川県内で実施される事業に要する経費に限る。 
※３ 主として道路運送法第３条第１号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業の

用に供する事業に要する経費については対象外とする。 
※４ 主として期間（瀬戸内国際芸術祭会期中など）に限りを設けて運航される航

路事業に要する経費については対象外とする。 
※５ 原則として補助対象事業者が所有する施設に係る事業費とする。 
※６ 船舶については、一般旅客定期航路事業の用に供する船舶に係る事業費とす

る。 
※７ 過去に本補助金の交付決定を受けている場合、2,000,000 円から過去に受けた

本補助金の交付決定額のうち利便性向上・業務効率化事業に係る額を減じた額
を補助上限額とする。 

※８ 複数の建物が一連の敷地内に整備されている場合は、当該複数の建物を一つ
の施設とみなす。 

※９ 補助対象事業者が所有する施設のほか、一般旅客定期航路事業者については、
補助対象事業者が所有する一つの船舶も一つの施設とみなす。 

※10 過去に本補助金の交付決定を受けている場合、2,000,000 円から過去に受けた
本補助金の交付決定額のうち労働環境改善事業に係る額（同一施設のものに限
る。）を減じた額を補助上限額とする。 

 
別表２（補助対象経費に含めることができないもの）（第４条関係） 
・別表１の補助対象経費に係る消費税及び地方消費税 
・以下に該当する経費 
① 直接人件費 
② 租税公課、減価償却費、一般管理費 
③ 補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費（汎用性があり目

的外使用になり得るもの、本補助事業以外にも使用するもの等） 
④ 物品やサービスなどの支払先や支払内容が確認できない（領収書、レシート

等がない）経費 
⑤ 交付決定前に実施した事業の経費（ただし、令和７年 10 月１日以降に実施

した事業について、領収書等で確認できた場合は、補助対象とする。） 
・その他公的資金の用途として、社会通念上、不適切と認められる経費  


